
「岡谷市訪問理美容サービス利用券」の使用方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注意事項】 

・ご予約の際の指定の事業者は、別紙「一覧表」をご参照ください。 

・「利用券」は、記載された「受給者」（本人）に限り使用出来ます。他人への譲渡、転売等は出来ません。 

・「利用券」は、１回につき１枚（出張経費：１，０００円分）のみ利用可能です。理美容料金の実費は、受給者が事業者にお支払いください。 

・「利用券」の有効期限は交付年度の３月３１日までです。次年度以降分は、新年度になりましたら再度申請が必要です。 

・対象者に該当しなくなった場合は、必ずお申し出ください。 

 

 

サービス利用対象者 

※対象者は下段をご覧ください 

③訪問日（来てもらう日）の予約をする 

②決定通知の送付、「利用券」の交付 

①利用券の交付申請 

④予約日に訪問しサービス提供 

利用者は「利用券」（１回分：１，０００円） 

を理美容室（事業者）の方へ渡す。 

⑤市へ請求（１回分：１，０００円） 

サービス提供後、「利用券」の事業者記入欄へ必要事項を記入・

押印し、「請求書」を添えて、サービス提供月の翌月の１０日ま

でに請求する。 

【担当】 岡谷市役所 介護福祉課 介護予防担当 

（申請・請求は、郵送または持参にて） 

住所：〒394-8510 岡谷市幸町８－１ 

電話：０２６６－２３－４８１１（内線１２８２） 

※対象者 市内に住所を有し、理美容院へ出向くことが困難な在宅の者で、かつ下記①～③のいずれかに該当する者 

     ①要介護３以上と認定された６５歳以上の高齢者  ②身体障害者手帳１級又は２級の交付を受けている者  ③療育手帳Ａ１又はＡ２の交付を受けている者 


